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8
月
22
日
、
広
島
県
広
島
市
で

開
催
さ
れ
た
「
第
42
回
全
国
消
防

救
助
技
術
大
会
」
に
町
消
防
署
が

障
害
突
破
の
種
目
で
出
場
し
、
優

秀
な
成
績
を
収
め
ま
し
た
。

こ
の
大
会
は
、
全
国
の
消
防
救

助
隊
員
が
一
堂
に
会
し
、
消
防
救

助
技
術
を
競
い
合
う
大
会
で
、
6

月
の
埼
玉
県
大
会
、
7
月
の
関
東

地
区
指
導
会
を
勝
ち
抜
き
出
場
と

な
り
ま
し
た
。

〈
障
害
突
破
種
目
の
概
要
〉

5
人
1
組
（
補
助
者
を
含
む
）

で
、
4
人
が
一
致
協
力
し
て
「
壁

を
乗
り
越
え
」「
は
し
ご
を
登
り
」

「
ロ
ー
プ
を
渡
り
」「
ロ
ー
プ
を
降

り
」「
煙
道
を
通
過
す
る
」
の
基

本
動
作
に
よ
り
5
つ
の
障
害
を
突

破
す
る
連
携
訓
練
で
す
。

1
月
1
日
か
ら
引
続
き
伊
奈
町

に
住
所
が
あ
り
、
4
月
1
日
時
点

で
65
歳
に
な
ら
れ
た
方
で
、
公
的

年
金
か
ら
介
護
保
険
料
が
特
別
徴

収
さ
れ
て
い
る
方
は
、
10
月
か
ら

町
民
税
・
県
民
税
の
公
的
年
金
か

ら
の
特
別
徴
収
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

（
納
税
通
知
書
の
「
年
金
分
特
別

徴
収
税
額
」
欄
に
金
額
が
載
っ
て

い
る
方
）

前
年
度
か
ら
、
公
的
年
金
か
ら

の
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
り
、
年

度
の
途
中
で
特
別
徴
収
が
停
止
に

な
ら
ず
、
仮
徴
収
が
行
わ
れ
た
方

は
、
引
き
続
き
特
別
徴
収
と
な
り

ま
す
。

仮
徴
収
税
額
は
、
本
年
度
の
町

民
税
・
県
民
税
額
が
確
定
す
る
前

に
、
前
年
度
の
最
後
（
本
年
2
月

分
）の
税
額
と
同
額
を
、
同
年
4
・

6
・
8
月
分
か
ら
仮
に
徴
収
す
る

も
の
で
す
。
本
年
度
の
税
額
決
定

後
、
仮
徴
収
で
納
め
て
い
た
だ
い

た
額
の
残
り
を
、
同
年
10
・
12
・

翌
年
2
月
で
特
別
徴
収
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

4
月
1
日
現
在
65
歳
以
上
の
公

的
年
金
受
給
者
で
、
伊
奈
町
に
介

護
保
険
料
を
納
め
て
い
る
方
の
う

ち
、
前
年
中
の
年
金
所
得
に
か
か

る
町
民
税
･
県
民
税
の
納
税
義
務

が
あ
る
方
で
す
。

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

①
介
護
保
険
料
が
公
的
年
金
か
ら

特
別
徴
収
さ
れ
て
い
な
い
方

②
特
別
徴
収
さ
れ
る
公
的
年
金
の

年
間
給
付
額
が
18
万
円
未
満
の

方
③
当
該
年
度
の
特
別
徴
収
税
額
が
、

老
齢
基
礎
年
金
等
の
額
を
超
え

る
方

④
1
月
1
日
以
降
に
町
外
へ
転
出

し
た
方

国
民
年
金
、
厚
生
年
金
、
共
済

年
金
、
企
業
年
金
、
退
職
年
金
な

ど
を
含
む
す
べ
て
の
公
的
年
金
の

所
得
に
係
る
住
民
税
が
、
老
齢
ま

た
は
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
公

的
年
金
（
老
齢
基
礎
年
金
ま
た
は

老
齢
年
金
、
退
職
年
金
等
）
か
ら

特
別
徴
収
さ
れ
ま
す
。
障
害
年
金

や
遺
族
年
金
は
、
特
別
徴
収
の
対

象
に
な
り
ま
せ
ん
。

公
的
年
金
以
外
の
所
得
に
対
す

る
町
民
税
・
県
民
税
は
、
今
ま
で

ど
お
り
の
方
法
で
納
め
て
い
た
だ

き
ま
す
。

※
す
で
に
、
納
税
通
知
書
に
よ
り

特
別
徴
収
額
を
お
知
ら
せ
し
て
い

る
方
で
も
、
7
月
以
降
に
他
市
町

村
へ
の
転
出
・
税
額
の
変
更
・
年

金
の
支
給
停
止
・
介
護
保
険
料
の

特
別
徴
収
が
中
止
さ
れ
た
場
合
な

ど
は
、特
別
徴
収
が
中
止
に
な
り
、

普
通
徴
収
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

3

税
務
課
町
民
税
係
9
２
１
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２

故
　
秋
山
　
稔 

氏
（
小
貝
戸
）�

旭
日
単
光
章
を
受
章

旭
日
単
光
章
を
受
章

　
秋
山
氏
は
、
昭
和
62
年
5
月

に
伊
奈
町
議
会
議
員
に
当
選
し
、

連
続
4
期
13
年
の
長
き
に
わ
た

り
地
方
自
治
の
振
興
発
展
に
尽

力
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
た
び
の

受
章
は
、
そ
の
顕
著
な
功
績
が

認
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。�

平
成
21
年
度
よ
り
、
公
的

年
金
に
か
か
る
町
民
税
・
県

民
税
を
、
公
的
年
金
か
ら
特

別
徴
収
す
る
制
度
が
導
入
さ

れ
て
い
ま
す
。

今
年
度
か
ら�

　
新
規
対
象
と
な
る
方�

65
歳
以
上
の
年
金
受
給
者
で
、�

「
町
民
税
・
県
民
税
」
を
納
税
さ
れ
て
い
る
方
へ�

65
歳
以
上
の
年
金
受
給
者
で
、�

「
町
民
税
・
県
民
税
」
を
納
税
さ
れ
て
い
る
方
へ�

65
歳
以
上
の
年
金
受
給
者
で
、

歳
以
上
の
年
金
受
給
者
で
、�

「
町
民
税

町
民
税
・
県
民
税

県
民
税
」
を
納
税
さ
れ
て
い
る
方
へ

を
納
税
さ
れ
て
い
る
方
へ�

65
歳
以
上
の
年
金
受
給
者
で
、

歳
以
上
の
年
金
受
給
者
で
、�

「
町
民
税

町
民
税
・
県
民
税

県
民
税
」
を
納
税
さ
れ
て
い
る
方
へ

を
納
税
さ
れ
て
い
る
方
へ�

65
歳
以
上
の
年
金
受
給
者
で
、�

「
町
民
税
・
県
民
税
」
を
納
税
さ
れ
て
い
る
方
へ�

昨
年
度
か
ら�

　
対
象
と
な
ら
れ
た
方�

�

65
歳
以
上
の
年
金
受
給
者
で
、�

「
町
民
税
・
県
民
税
」
を
納
税
さ
れ
て
い
る
方
へ�

65
歳
以
上
の
年
金
受
給
者
で
、�

「
町
民
税
・
県
民
税
」
を
納
税
さ
れ
て
い
る
方
へ�

対  

象  

者�

65
歳
以
上
の
年
金
受
給
者
で
、�

「
町
民
税
・
県
民
税
」
を
納
税
さ
れ
て
い
る
方
へ�

65
歳
以
上
の
年
金
受
給
者
で
、�

「
町
民
税
・
県
民
税
」
を
納
税
さ
れ
て
い
る
方
へ�

対
象
と
な
る
年
金�

65
歳
以
上
の
年
金
受
給
者
で
、�

「
町
民
税
・
県
民
税
」
を
納
税
さ
れ
て
い
る
方
へ�

65
歳
以
上
の
年
金
受
給
者
で
、�

「
町
民
税
・
県
民
税
」
を
納
税
さ
れ
て
い
る
方
へ�

対
象
と
な
ら
な
い
も
の�

65
歳
以
上
の
年
金
受
給
者
で
、�

「
町
民
税
・
県
民
税
」
を
納
税
さ
れ
て
い
る
方
へ�

65
歳
以
上
の
年
金
受
給
者
で
、�

「
町
民
税
・
県
民
税
」
を
納
税
さ
れ
て
い
る
方
へ�

第
４２
回
全
国
消
防
救
助�

技
術
大
会
に
出
場
！�
第
４２
回
全
国
消
防
救
助�

技
術
大
会
に
出
場
！�
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平成24年度決算における平成24年度決算における

健全化判断比率および資金不足比率を公表します健全化判断比率および資金不足比率を公表します

語句の説明語句の説明語 句 の 説 明語 句 の 説 明語 句 の 説 明

　地方公共団体は、財政破たんを未然に防止するため、「地方公共団体の財政健全化に関する法律」
に基づき健全化判断比率と資金不足比率を公表することとしています。�

《実質赤字比率》�
　一般会計等の赤字の大きさを表したもの。�

《連結実質赤字比率》�
　すべての会計の赤字と黒字を合算して赤字
の程度を表したもの。�

《実質公債費比率》�
　一般会計等の借入金返済額やこれに準ずる
ものの額の大きさを表したもの。財政負担の
程度を示す。�

《将来負担比率》�
　一般会計等の借入金残高や将来支払ってい
く可能性のある負担の程度を表したもの。将
来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示
す。�

《資金不足比率》�
　公営企業の資金不足を、公営企業の事業規
模である料金収入の規模と比較して表したも
の。経営状況の深刻度を示す。�

イエローカードというべきもので、4つの指標のうち、1つでもこ
の基準以上である場合、財政健全化計画を策定して、自主的な
財政再建を目指す。�

早期健全化
基　　　準

指標がこの基準以上の場合、当該公営企業会計は、経営健全
化基準を策定して、経営改善を目指す。�

経営健全化
基　　　準

レッドカードというべきもので、4つの指標のうち、1つでもこの基
準以上である場合、財政再生計画を策定し、国の監督下、早期
健全化基準未満となるまで財政健全化を目指す。�

財 政 再 生
基　　　準

◎健全化判断比率

◎資金不足比率

※「－」の部分は、黒字を表します。�

※「－」の部分は、黒字を表します。�

（単位：％）�

（単位：％）�

名　　称�

実 質 赤 字 比 率�

連結実質赤字比率�

実質公債費比率�

将 来 負 担 比 率�

特別会計の名称�

水 道 事 業 会 計�

公共下水道事業特別会計�

伊奈町の数値

－
－

経営健全化基準�

20.00�
20.00

�

13.94�
18.94�
25.00�
350.00

早期健全化基準� 財政再生基準�

20.00�
30.00�
35.00

－
－

伊奈町の数値

11.5
92.1

3　企画課財政係9２２１８�

　平成24年度決算における町の健全化判断比率及び資金不足比率は�
下表のとおりで、すべて基準を下回りました。�

　この度、いな穂街道にお
いて歩道の整備工事を実施
します。工事中は、片側交
互通行となります。�
　なお、施工期間につきま
しては、平成26年 2 月下旬
までを予定しています。�
　ご不便とご迷惑をお掛け
いたしますが、ご理解とご
協力をお願いします。�

いな穂街道工事のお知らせ�

工  事  名　町道第2017号線歩道整備工事�
工事箇所　伊奈町小室地内�
3　土木課工務係9２４１４�

工事箇所�
（片側交互通行）�

栄6丁目�県道上尾・蓮田線�

東北新幹線�

南テニスコート�

●●●�●●●�

●●●�

●●●�
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